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産業教育手当の支給に関する規則及び定時制通信教育手当の支給 

に関する規則の一部を改正する規則 

 次に掲げる規則の規定中「及び同法」を「、同法」に、「について」を「及び

任期付職員の採用等に関する条例（平成14年長野県条例第31号）第４条の規定

により採用された短時間勤務職員である学校職員について」に改める。 

 (1) 産業教育手当の支給に関する規則（昭和33年長野県教育委員会規則第３

号）第３条 

 (2) 定時制通信教育手当の支給に関する規則（昭和36年長野県教育委員会規

則第１号）第３条 

   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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